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令和４年３月２２日 

都市整備部都市計画課 

 

臨海副都心青海地区の都市計画について 

 
１．現  況 

 対  象   青海一丁目、青海二丁目及び品川区東八潮各地内 

 面  積   約１１７ha 

 用途地域   第一種住居地域、商業地域、準工業地域 

 容 積 率   ２００％（一部３００％、６００％） 

２．経  緯 

 昭和６３年 ３月 「臨海副都心開発基本計画」策定 

 平成 元年 ４月 「臨海副都心開発事業化計画」策定 

 平成 ３年 １月 都市計画（再開発地区計画・整備方針、Ｂ、Ｃ街区整備計画）決定告示 

 平成 ４年 ７月 都市計画（地区計画Ｄ街区整備計画）決定告示 

 平成 ８年 ２月 都市計画（地区計画Ｆ街区整備計画）決定告示 

 平成 ９年 ３月 「臨海副都心まちづくり推進計画」策定 

 平成１１年 ８月 都市計画（区域面積変更、地区計画整備方針、ＧＨ、ＬＭ街区整備計画）

決定告示 

 平成１５年 ８月 都市計画（地区計画Ｂ－１街区整備計画）決定告示 

 平成１６年１１月 都市計画（地区計画Ｆ－２、Ｉ街区整備計画）決定告示 

 平成１９年 ４月 都市計画（地区計画Ｆ１－Ｎ街区整備計画）決定告示 

 平成１９年１２月 都市計画（地区計画Ａ街区整備計画）決定告示 

 平成２０年１２月 都市計画（地区計画Ｑ、Ｒ、Ｃ－１街区整備計画）決定告示 

平成２１年 ６月 都市計画（地区計画Ｐ街区地区整備計画）決定告示 

平成２６年１０月 都市計画（地区計画Ｃ－２Ｓ街区地区整備計画）決定告示 

 令和 ３年１２月 都市計画原案の縦覧（２週間） 

令和 ４年 ２月～３月 住民説明会、都市計画案の縦覧（２週間） 

３．都市計画変更の内容 

地区計画の変更〔面積 約４．２ha〕 

・平成２８年「臨海副都心まちづくり推進計画」の変更に伴い、土地利用に関する基本方

針を変更する。 

・１区域Ｔ２街区における建築物の規模や用途制限などを定めた地区整備計画を都市計画

として定める。 

 

・建築基準法（建築基準法別表第２）の改正に伴う、表記上の変更 （別表参照） 

街 区 施 設 事業者等 面 積 

１区域Ｔ２街区 観覧場、スポーツ練習場等 東和不動産株式会社 約４.２ha 
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２ 

４．今後の予定 

令和４年 ３月２８日  江東区都市計画審議会 

令和４年 ５月     東京都都市計画審議会 

 令和４年 ６月     都市計画決定告示 

 令和４年１０月     建築制限条例の改正 

 

別表 

 


